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研究成果の概要（和文）：本研究では，がん診療拠点病院等の医療ソーシャルワーカー(MSW)825人を調査対象と
して，緩和ケア・終末期医療のMSWの役割に関する意識の構造を明らかにするために質問紙調査を実施した(有効
回答者239人)．MSWの役割に関するモデルを設定し，このモデルに対する意識の構造について因子分析を行っ
た．その結果「アセスメント」等の10因子構造を見出した．今後の課題として，MSWの役割に関する意識に対し
て影響を与える要因を明らかにする必要がある．

研究成果の概要（英文）：In this study, we analyzed the mentality of medical social workers (MSW) on 
their role in palliative and end-of-life care and investigated attitudes. A questionnaire survey was
 conducted targeting 825 MSW from cancer medical center hospitals. Analyzed results from 239 
effective respondents is as follows. As a result of factor analysis on the mentality of the role of 
MSW, a ten factor structure including "Assessment on patients and families etc" was found. In the 
future, it is necessary to clarify the cause, and other related factors regarding the attitude.

研究分野： 医療福祉
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（1）意思の確認ができない患者の増加と緩
和ケア・終末期医療 
 近年、日本では、生命維持治療の進歩に伴
う患者の生命の延長や、また、高齢社会にお
ける認知症高齢者の増加等により、意思の確
認ができない患者の数が増加している。患者
の意思を確認できない場合においても、医療
の場の選択や医療方針の決定は、患者の意向
に基づくことが基本となる。しかし、実際に
は、患者の意思の把握（推定）は困難な場合
が多い。 
 意思の確認ができない患者が、病態が悪化
し、終末期の状態に陥った場合、医療方針の
決定や医療の場の選択は、患者・家族にとっ
ても、医療関係者にとっても大きな検討課題
となる。 
 上記から、医療方針等の決定が、患者の最
善の利益を判断した上での決定ではなく、家
族の利益等、本人以外の者の利益や、医療従
事者の独断に基づいて行われるとすれば、最
も守られるべき、人（患者）の権利である、
生存の権利（より良い生存の権利）が害され
ることになり、問題が大きい。 
（2）意思の確認ができない患者に対する緩
和ケア・終末期医療の方針決定：医療ソーシ
ャルワーカーによる調整・支援 
 英米では、緩和ケア・終末期医療の方針決
定においても、意思の確認ができない患者の
権利を擁護するために、医療ソーシャルワー
カー（MSW）が、関係者からの情報収集を厳
格に進めるとともに、自責・悲嘆の中にいる
家族に対する心理的・社会的支援を行ってい
る。 
 日本においては、同様の取り組みを行う医
療機関があることが伝えられているものの、
日本全体の実態や MSW の調整・支援の具体的
内容や方法は明らかになっていない。 
 
２．研究の目的 
そこで本研究では，緩和ケア・終末期医療

における MSW の役割を，臨床現場の MSW がど
のように意識しているか(意識の構造)につ
いて明らかにすることを目的とする． 
 
３．研究の方法 
（1）対象者と方法 
本研究では，がん患者の緩和ケア・終末期

医療におけるMSWの臨床現場での役割意識の
構造を明らかにすることを目的としている．
そこで，がん患者の緩和ケア・終末期医療の
代表的な臨床現場である，がん医療提供の均
てん化の役割を担うがん診療連携拠点病院
および一定程度の医療の質を担保する医療
機関の一つとしての臨床研修病院に，それぞ
れ勤務する MSW を調査対象とした．具体的に
は，(1)都道府県がん診療連携拠点病院 13 施
設(全数 50 施設の 25%)，(2)地域がん診療連
携拠点病院90施設(全数357施設の25%)，(3)
臨床研修病院 172 施設(全数 688 施設の 25%)

である(2014年現在)．1対象施設につき，MSW3
人を調査対象者とし，計825通(人)に無記名･
自記式の質問紙調査(郵送法)を実施した．調
査期間は，2015年3月からの1ヶ月間である．
回収した調査票のうち，多質問項目により構
成されている尺度については欠損値が1割程
度以下のものを有効回答として分析対象と
した．分析対象者数は 239 人(回収率 29.0%)
であった． 
（2）調査内容と点数化 
本研究では，緩和ケア・終末期医療の MSW

の役割に関する意識の構造を明らかにする
ことを目的としている．そのため，質問紙の
内容は，基本属性，緩和ケア・終末期医療に
おけるMSWの役割に関する項目によって構成
されている． 
MSW の役割については，MSW の業務指針を

基本として，先行研究(南ら 2000，本家2002，
NASW2004，楠本ら 2008，佐藤 2010，山田ら
2011，高橋 2013，大賀 2014，上山崎 2016)
を包括的・系統的に集約して，10 因子構造
64質問項目からなるMSWの役割モデルを作成
した．その際，役割モデルおよびその質問項
目の妥当性については，項目を作成する段階
で，複数の専門家(社会福祉学，統計学等)に
よる検討を複数回実施し，さらにがん診療連
携拠点病院のMSWによるレビューを受けるこ
とで確保した． 
10 因子構造の役割モデルの内容は，「(1)

アセスメントの実施，(2)治療方針の決定に
関する調整・支援，(3)インフォーマル・グ
ループの組織・運営，(4)療養中の心理的・
社会的問題の調整・支援，(5)復職・復学の
ための調整・支援，(6)患者の尊厳の確保の
ための調整・支援，(7)退院のための調整・
支援，(8)経済的問題の解決のための調整・
支援，(9)ホスピスの理念や施設の説明，(10)
患者や家族が病気の過程や治療方針を理解
するための調整・支援」である． 
この役割モデルに関して，「MSW は役割をど

のように意識しているか(意識の構造)」につ
き，「必要ではない(1 点)」「あまり必要では
ない(2 点)」「まあ必要である(3 点)」「必要
である(4 点)」の 4 段階評定で回答を求め，
点数化した． 
（3）分析方法 
緩和ケア・終末期医療における MSW の役割

の意識の構造については，主因子法による，
プロマックス回転を用いて，探索的因子分析
を実施した．各因子を構成する質問項目につ
いてはクロンバックのα係数によって信頼
性を算出した．また，探索的因子分析で析出
されたMSWの役割に関する意識の構造を示す
因子について，各因子の尺度としての妥当性
と因子間の関連を検証するために，確定的因
子分析(尺度不変最小 2乗法)を行った．解析
には IBM SPSS22.0，IBM AMOS22.0 を使用し，
有意水準は 5%未満とした． 
（4）倫理的配慮 
調査にあたっては，依頼文に，調査の目



的・方法・公表等を明記し，回答者が本調査
に対して同意をする場合のみ，調査票を返送
する方法をとった．本研究は，大学生命倫理
審査委員会の承認のもとに実施した． 
 

４．研究成果 
（1）回答者の基本属性 
 回答者の基本属性は，性別は女性が 74.6%
と多く，年齢は30代が53.4%と半数を占めた．
所属する医療機関の母体は公立が 29.8%と最
も多く，病床数の平均は 454.7 床であった．
MSW が保有する資格は，複数回答で社会福祉
士 96.0%と最多であった．MSW としての経験
年数は，平均 8.6 年，ひと月の担当ケース数
は平均 52.1 件であった． 
（2）緩和ケア・終末期医療における MSW の
役割に関する意識の構造 
 緩和ケア・終末期医療において MSW が自ら
の役割をどのように意識しているか，つまり，
意識の構造を明らかにするために，主因子法
によるプロマックス回転を用いて探索的因
子分析を行った．因子負荷量が 0.4 未満の項
目および複数因子に高い因子負荷量をもつ
項目を削除し，繰り返し因子分析を行った結
果，43 項目から構成された 10 因子構造に収
束した． 
 第 1 因子は，「患者の緩和ケア・終末期医
療の目標に関するアセスメント」等から構成
されており，「緩和ケア・終末期医療におけ
る患者や家族等についてのアセスメント」と
命名した．第 2因子は，役割モデルでは「治
療方針の決定に関する調整・支援」と設定し
ていたが，因子分析の結果，「生命維持治療
の差し控えの判断に，チーム内でMSWとして，
見解を述べる」等から構成される因子に収束
した．このことより，第 2因子は「治療の差
し控えや中止に関する MSW の見解の提示」と
命名した．第 3 因子は，「ボランティアの組
織･運営」等から構成されており，「インフォ
ーマル・グループの組織・運営」と命名した．
第 4因子は，役割モデルでは「療養中の心理
的・社会的問題の調整・支援」と設定してい
たが，因子分析の結果，「患者同士や職員と
の間の人間関係の調整」等から構成される因
子に収束した．このことより，第 4因子は「患
者や家族，他職種間における人間関係の調
整・支援」と命名した．第 5因子は，「復職・
復学のための患者の住む地域や自治体・行政
等との調整」等から構成されており，「患者
の復職・復学のための調整・支援」と命名し
た．第 6 因子は，「患者による緩和・終末期
医療の決定を尊重する働きかけ」等から構成
されており，「患者の尊厳や権利を擁護する
ための調整・支援」と命名した．第 7因子は，
「転院のための医療機関，退院･退所後の関
連施設等の選定の援助」等から構成されてお
り，「退院のための調整・支援」と命名した．
第 8 因子は，「生活費に困っている患者が年
金や社会福祉等の関係諸制度を活用できる
よう援助」等から構成されており，「患者や

家族の経済的問題の解決のための調整・支
援」と命名した．第 9 因子は，「家族等に対
するホスピス理念や施設の説明」等から構成
されており，「ホスピスの理念や施設の説明」
と命名した．第 10 因子は，「患者が，病気の
自然な経過，死にゆく過程，医学治療の利点
と欠点等，これらの状況を理解することを助
ける援助」等から構成されており，「患者や
家族が病気の経過や治療方針を理解するた
めの調整・支援」と命名した． 
10 因子の信頼性係数(クロンバックのα係

数)は，0.7 以上で高い信頼性(内的一貫性)
が示された．各因子の相関係数は 10 因子す
べての間で正の相関がみられた(r=0.1～
0.6)．また 10 因子について，各因子の尺度
としての妥当性と因子間の関連性を検証す
るために，確定的因子分析(尺度不変最小 2
乗法)を行った．その結果，各因子とそれを
構成する質問項目のパス係数は 0.46 以上か
つ有意で，調査データとの適合性を示す指標
であるGFI (Goodness of Fit Index)は 0.962，
AGFI(Adjusted GFI)は 0.956 であり，モデル
を採用する基準(豊田 2007)を満たすもので
あった． 
（3）考察 
①緩和ケア・終末期医療における MSW の役割
に関する意識の構造 
 本研究では，緩和ケア・終末期医療におけ
る MSW の役割に関する意識の構造として，10
因子に収束した構造を明らかにした．  
この分析結果は，役割モデルとほぼ同じ構

造を示していた．このことから業務指針を基
本に設定した MSW の役割を，臨床現場の MSW
が専門職として確実に意識していることが
明らかになった．なお，専門職としての役割
意識を有しているという本結果については，
本研究の調査対象者ががん診療連携拠点病
院および臨床研修病院に所属するMSWであり
専門職性に対する意識が特に高いことや，回
答者の 96.0%が社会福祉士の資格を有してお
り専門的教育を受けてきた者であることが，
その背景にあったことが推察される． 
 以下に，緩和ケア・終末期医療の MSW の役
割意識の構造について明らかとなった 10 因
子構造につき，MSW の役割に関する先行研究
における論説・論評および臨床現場の実態を
踏まえ，その妥当性・根拠を考察する． 
 まず「緩和ケア・終末期医療における患者
や家族等についてのアセスメント」(第 1 因
子)の役割意識については，ソーシャルワー
ク実践の基本であるアセスメントを，緩和ケ
ア・終末期医療の実践においても根底に据え
ていることが推察された．このようにアセス
メントは，緩和ケア・終末期医療においても
必要不可欠なものであり，その役割意識の強
さが本研究において現れたものと考えられ
る． 
 次に，「治療の差し控えや中止に関する MSW
の見解の提示」(第 2因子)および「インフォ
ーマル・グループの組織・運営」(第 3因子) 



について論述する．これらふたつの役割意識
の平均値はそれぞれ 2.78 および 2.93 と，他
の役割意識に比べると低い結果であった． 
 「治療の差し控えや中止に関する MSW の見
解の提示」については，さまざまな医療方針
の決定に係る調整・支援の中においても，特
に，患者の人生(生命)の最期に関与する可能
性が高くなる．つまり，生物学的予後を踏ま
えたうえでの意思決定となる場面において
は，医療職による調整・支援が中心となる．
この意味で，生活の視点から調整・支援を行
う福祉職であるMSWに対する周囲からの役割
期待は高くはなく，伴って MSW 自らの役割意
識も強くはないことが推察される． 
 また「インフォーマル・グループの組織・
運営」に関しては，緩和ケア病棟やホスピス
病棟等では，既にインフォーマル・グループ
が組織・運営されている場合も多い．患者や
家族が自主的に当事者会を組織・運営してい
ることもあれば，看護師等の他職種が中心と
なって院内ボランティアを組織・運営してい
ることもある．インフォーマル・グループは，
フォーマル・サービスの隙間を埋める機能を
持つため，患者が 24 時間 365 日，疼痛コン
トロールや身体ケア，精神的ケアを必要とす
るような緩和ケア・終末期医療においては，
欠かせない貴重な存在である．そうであるか
らこそ，当事者や看護師等による組織・運営
の必要性も高い．このように，必要性が高く，
既に組織・運営がなされている状況において，
MSW がその組織・運営の役割を意識できる場
面は少ないことが推察される． 
ところで緩和ケア・終末期医療では，患者

の症状や心身状態の変化が著しいため，他の
どの段階のケアよりも，多職種によるサービ
スを統合的に提供する必要がある(島田ら
2011)．その際に，医療やケアの提供が，時
に患者や家族の負担となっていることはな
いか，患者や家族が不安や負担を医療従事者
に伝えることができているか等，MSW は，患
者や家族の感情や行動を汲み取り，「患者や
家族，他職種間における人間関係の調整・支
援」(第4因子)を行う役割を担う(本家2002，
山田ら 2011，上山崎 2016)． 
また 2012 年，がん対策推進基本計画の重

点項目に「働く世代や小児へのがん対策の充
実」が盛り込まれたように，日本においては
がん患者の就労・就学が，昨今の喫緊の対応
課題である．このがん対策推進基本計画には
MSW 支援方策検討部会が設けられ，MSW が患
者の就労・就学のコーディネーターの役割を
担うことが求められている．この状況は，本
研究の「患者の復職・復学のための調整・支
援」(第 5 因子)の役割意識と一致している．
現在，多くの MSW が「患者の復職・復学のた
めの調整・支援」の役割を担う場面に直面し
ているといわれており(高橋 2013)，本研究で
もこの役割意識が強く現れたことが推察さ
れる． 
「患者の尊厳や権利を擁護するための調

整・支援」(第 6因子)については，ソーシャ
ルワークの価値・倫理と一致する役割といえ
る(南 2014)．特に緩和ケア・終末期医療にお
いては，患者が人生の最期を迎える場面とな
ることも多いため，患者自身による治療方針
の決定や療養の場の決定等を尊重すること
が重要となる．MSW はこの役割を積極的に担
うことにより，患者の尊厳の獲得に大きく寄
与することができる．さらに緩和ケア・終末
期医療では，意思の確認ができない患者に対
する調整・支援を行う場面も多い．その中で
MSW には，意思の確認ができない患者の意向
を事前に汲み取り，その意向を治療や療養に
反映させる調整・支援を行う役割が求められ
る．また仮に，臨床現場において患者の尊厳
や権利が尊重されない場面があるとするな
らば，MSW は院内組織や他職種さらには自治
体や行政等に対する働きかけを行う．このこ
とは MSW の連携・調整機能を通じて，患者の
尊厳や権利の獲得を行うことにつながる．こ
れらの役割意識が，本結果においても現れた
ものと推察される． 
「退院のための調整・支援」(第 7因子)の

役割は，緩和ケア・終末期医療に限らず，一
般的な医療の場面においてもMSWの重要かつ
基本的な役割の一つである．本結果において
も，意識の平均値は 3.91 と他と比較して最
も高く，臨床現場の MSW の役割意識の高さを
みることができる．昨今，国は地域包括ケア
体制の整備強化を推し進め，病院完結型医療
から地域完結型医療への転換を図っており，
この流れは緩和ケア・終末期医療においても
同様である．つまり，これまでホスピス等の
医療機関が患者の療養の場の中心であった
時代から，患者や家族が在宅・地域へとその
場を移す時代と変化してきた．このような状
況下でこそ，MSW は生活者の視点からアセス
メントを行い，患者の意思決定を支援し，ま
た関係者間の調整を図りながら，在宅・地域
への「退院のための調整・支援」を行うとい
う，重要な役割を担うといえる(篠原 2015)．
本結果は，このような MSW の意識の強さを現
したものと推察される． 
 また，「患者や家族の経済的問題の解決の
ための調整・支援」(第 8 因子)については，
「退院のための調整・支援」と同様，MSW の
基本的な役割の一つである．意識の平均値も
3.84 と 2 番目に高い．がん治療については，
医療費が高額になりやすいこと，治療期間が
長期化すること，また働く世代の入院により
生活費や医療費に困窮する状況を引き起こ
す可能性が高いこと等から，MSW がこれらの
問題を解決するため調整・支援を行う場面も
多くなる(高橋 2013)．このような意識の強さ
が本結果においても現れたものと推察され
る． 
 そして緩和ケア・終末期医療においては，
患者や家族が療養の場を理解し，またこれか
ら受ける療養の内容・治療方針を正確に理解
することが欠かせない．このことにより，患



者や家族は医療従事者と協力しながら治療
を受けることになり，人生の最期の場面にお
いて療養や治療をより効果的にすすめるこ
とにつながる．そのために MSW は，「ホスピ
スの理念や施設の説明」(第 9因子)や「患者
や家族が病気の経過や治療方針を理解する
ための調整・支援」(第 10 因子)といった，
患者の意思決定を側面的の支える調整・支援
を行う(本家 2002)．これらの調整・支援は，
患者の主体性を側面から支援するというソ
ーシャルワークの基本的役割と合致する．こ
のような，ソーシャルワークの基本的役割意
識が，緩和ケア・終末期医療における MSW の
役割意識とも結びつき，本結果において現れ
たものと推察される． 
（4）今後の課題  
最後に本研究の今後の課題として，MSW の

役割に関する意識に対して影響を与える要
因等を明らかにするに至らなかった点が挙
げられる．つまり，MSW をとりまくソーシャ
ルサポートや患者や家族からの評価等，周囲
の状況が大きく影響することが予測される．
この点については，今後さらなる解明のため
の調査・検討が必要である． 
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